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保育園を移転・民営化する事業者を再募集 

 

 

 

 

１ 再募集趣旨 

  寺本保育園（寺本新町２丁目２２８）を移転・新設し、開所・運営する民間事業者を６月

下旬から８月下旬にかけて募集しましたが、応募者がなかったため、募集要項を見直して再

募集します。 

 

２ 応募資格 

  ６年４月１日現在、原則として愛知県内において３年以上継続して認可保育所（小規模保

育施設含む）、認定こども園（いずれの類型も可）を安定的に運営しており、社会福祉法

人、学校法人、ＮＰＯ法人または株式会社などの法人格を有する事業者。 

 

３ 募集要項の配付期間 

  １０月１日（火）～３１日（木） 土・日曜日、祝日を除く。 

 

４ 応募書類の受付 

  １１月１日（金）～２９日（金） 土・日曜日、祝日を除く。 

 

５ その他 

  募集要項は幼児保育課で配付します。 

  移転先の敷地は、募集要項で示す整備対象 

 区域内に、事業者が準備するものとします。 

  募集要項の見直しにより、整備対象区域の 

 範囲、適用するハザードマップ、事業者選定 

 スケジュールなどを一部変更しています。 

 

▲ 現在の寺本保育園の様子 

幼児保育課 
担当：施設管理チーム 榊原 

（０５６２－３６－２６５９） 

 ９年４月の寺本保育園民営化に向け、園舎の移転・新設および開所・運営を行う民間事

業者を再募集します。 


